
応急修理の事務処理の流れ　＜個別の修理実施に係るもの＞

⑤’応急修理決定通知書【様式7】 を交付
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（台帳記載）

②受理通知書【様式3】（指定業者表、修理見積書） 、 応急修理対象外通知書【様式4】 を交付

③見積もり依頼 【様式5】 見積書作成

④’見積書を被災者に提示、署名を受ける内容確認・署名

④見積書【様式5】 を提出

⑤修 理依頼書【様式6】 を交付

審 査

⑥修理日程の打ち合わせ
応急修理

実 施

工事完了報告書作成

内容確認・署名
⑦工事完了報告書【様式8】、⑧請求書【様式9】を提出 審 査

⑨修理費用の支払い

①申請チェックシートにより確認のうえ、住宅の応急修理申込書【様式1】及び資力に関する申出書【様式2】の提出

⑦’工事完了報告書【様式8】を被災者に

提示、署名を受ける
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